
　
開
田
村
で
は
、
高
校
・
大
学
・
短

大
・
専
門
学
校
等
に
進
学
さ
れ
る
方

を
対
象
に
奨
学
資
金
の
貸
付
を
行
っ

て
い
ま
す
。
今
年
度
も
平
成
16
年
４

月
か
ら
各
学
校
へ
進
学
を
予
定
し
て

い
る
方
を
対
象
に
希
望
者
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

　
貸
付
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
４
月

末
ま
で
に
開
田
村
教
育
委
員
会
に
ご

相
談
下
さ
い
。

▼
応
募
資
格

・
開
田
村
に
居
住
又
は
本
籍
を
有
す

　
る
も
の
で
、
高
校
、
大
学
・
短
大
・

　
専
門
学
校
等
へ
入
学
を
予
定
し
て

　
い
る
も
の
。

・
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
が
困
難

　
と
認
め
ら
れ
る
者
。

・
各
種
の
学
校
に
在
学
す
る
優
秀
な

　
学
生
・
生
徒
で
あ
る
こ
と
。

・
日
本
育
英
会
や
他
の
団
体
か
ら
別

　
に
学
資
等
の
貸
与
を
受
け
て
い
な

　
い
こ
と
。

▼
貸
付
金
額

・
高
校
生　
月
額
１
万
５
千
円
以
内

・
大
学
・
短
大
・
専
門
学
校
等

　
月
額
３
万
円
以
内

（
奨
学
金
に
は
利
子
は
つ
き
ま
せ
ん
）

▼
貸
付
の
決
定

・
貸
付
者
の
決
定
は
、
願
書
の
内
容

　
を
審
査
し
本
人
に
通
知
し
ま
す
。

（
村
の
貸
付
基
金
に
制
限
が
あ
り
希

　
望
に
添
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
）

▼
奨
学
金
の
返
還

 

・
奨
学
金
の
貸
与
が
終
了
（
卒
業
）

　

し
て
６
カ
月
が
経
過
し
て
か
ら
、

　
貸
与
さ
れ
た
奨
学
金
を
返
還
し
て

　
い
た
だ
き
ま
す
。

・
貸
付
を
受
け
た
期
間
の
倍
の
期
間

　

以
内
に
、
月
払
い
、
半
年
払
い
、

　
年
払
い
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
無

　
利
子
で
返
還
し
て
頂
き
ま
す
。

▼
申
し
込
み
・
ご
相
談
先

　
開
田
村
教
育
委
員
会

　
０
２
６
４
（
42
）
３
３
３
１

　
長
野
県
内
の
事
業
場
で
働
く
す
べ

て
の
労
働
者
と
、
労
働
者
を
一
人
で

も
使
用
し
て
い
る
す
べ
て
の
事
業
者

に
適
用
さ
れ
る
長
野
県
最
低
賃
金
を

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

▼
長
野
県
最
低
賃
金

　
「
時
間
額
６
４
６
円
」
▼
産
業
別

最
低
賃
金

・
電
機
電
子
機
器
・
精
密
機
械
等

　
「
時
間
額
７
４
６
円
」

・
一
般
機
械
・
自
動
車
船
舶
製
造
等

　
「
時
間
額
７
５
７
円
」

・
各
種
商
品
小
売
業

　
「
時
間
額
７
２
３
円
」

・
印
刷
、
製
版
業

　
「
時
間
額
７
３
２
円
」

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
労
働
局　
労
働
基
準
部

　
賃
金
室

　
０
２
６
（
２
３
４
）
５
１
２
１
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開
田
村
奨
学
金

貸
付
者
の
募
集

働
く
ル
ー
ル
の

最
低
賃
金

役場　(0264) 42－3331
　 FAX (0264) 42－3434

E-mail: kikakuzaisei@vill.kaida.nagano.jp

国民健康保険からのおしらせ！

　入院したときの食事代は、1日当たり下記の標準

負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

※1  同一世帯の世帯主および国保被保険者（老人保健で医療

を受ける人の場合は世帯の全員）が住民税非課税の人。

※2  同一世帯の世帯主および国保被保険者（老人保健で医療

を受ける人の場合は世帯の全員）が住民税非課税で、そ

の世帯の各所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額

を65万円として計算）を差し引いたときに0円となる人。

●  住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認
定証」（低所得㈵・㈼の人は「限度額適用・標
準負担額減額認定証」）が必要となりますので、
担当窓口に申請してください。

入院時食事代の標準負担額（1日当たり）

一般（下記以外の人）

● 住民税非課税世帯

● 低所得㈼※1低所得㈵※2

780円

650円

500円

300円

90日までの入院

過去12か月で90日を超える入院

　5年に一度改正を行い、変化する社会情勢に対応すべく安定した年
金財政の運営を図るために見直しが行われています。　「まわりの
人は保険料を納めていないから」とか「自分が年を取る頃には破綻
する」などという噂に振り回されることなく、いま着実に国民年金
に加入し、保険料を納めないと、年を取った時、万一の時、本当に
後悔することになりかねません。

厚生年金　共済年金
職場を通して加入する年金。

年金額も基礎年金に上乗せされます。

２階部分

１階部分

国民年金（基礎年金）
20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。

年金制度のベースとなっています。

　国民年金は「世代間扶養」のしくみをもとにしているため、損
得で考えることではありませんが、平均的に長生きすれば、支払
った保険料より生涯受け取る年金額の合計の方が大きくなります。

※納める保険料は、平成14年度に20歳の人の場合。受け取る年金の総額は、

基礎年金を受けられる65歳以降の平均余命である19年4か月を現在の基礎年

金額（797,000円・40年間保険料を納めた場合）で受けるとして計算してい

ます。


